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(57)【要約】
【課題】食用色素又は化粧品色素を含むヘアカラーリング剤を提供する。
【解決手段】天然色素、合成色素、化粧品色素を使用し製造したヘアカラーリング剤とこ
れを使用した毛染め方法で、ヘアカラーリング剤は皮膚と頭髮の角質タンパクに類似した
構造で、毛髮及び皮膚のカラーリングに応用可能で、ヘアカラーリング剤はヘアカラーリ
ングクリーム、ヘアカラーリング乳液、ヘアカラーリングペースト、ヘアカラーリングジ
ェル、ヘアカラーリングスターチ、ヘアカラーリングシャンプー、ムースタイプヘアカラ
ーリング剤、スプレータイプヘアカラーリング剤に製造でき、パーマ剤と結合後は、ヘア
カラーとパーマ一を完成させられるヘアカラー・パーマ一体型製品に製造でき、ヘアカラ
ーリング剤は異なる毛染め方法により、毛髮に浸透させ、ヘアカラーリングの目的を達成
し、色素が進入する深度に基づき、永久的、半永久的及び一時的ヘアカラーリング剤等に
製造できる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヘアカラーリング剤は、(a)カラーリング剤、(b)毛髪キューティクル開放剤を含み、
前記カラーリング剤は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)
或いは化粧品色素から選択することを特徴とするヘアカラーリング剤。
【請求項２】
永久的ヘアカラーリング剤は、(a)カラーリング剤とする合成色素(食用及び化粧品用途)
、(b)  毛髪キューティクル開放剤とする無機過酸化物或いは有機過酸化物、ジスルフィ
ド結合還原剤、或いは漂白剤、(c)任意に選択可能な金属イオン及び/或いはアルカリ剤を
含むことを特徴とする請求項１に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項３】
合成食用色素は、FD&C　Yellow　No.5、FD&C　Yellow　No.6、Acid　Red　18、FD&C　Red
　No.3、FD&C　Blue　No.1、或いはこれらのあらゆる組合せから選択し、しかも、合成化
粧品色素は、D&C　Yellow　No.10、Ext.D&C　Orange　No.3、FD&C　Red　No.4、D&C　Blu
e　No.6或いはこれらのあらゆる組合せから選択することを特徴とする請求項２に記載の
ヘアカラーリング剤。
【請求項４】
前記無機過酸化物は、過酸化水素或いは過酸化水素水であることを特徴とする請求項２に
記載のヘアカラーリング剤。
【請求項５】
前記ジスルフィド結合還原剤は、D,L-システイン或いはその塩類、N-アセチル-D,L-シス
テイン或いはその塩類、チオール酢酸或いはその塩類、或いはエステル、チオ乳酸或いは
その塩類、亜硫酸或いはその塩類、アスコルビン酸或いはその塩類、 L-アスコルビン酸
或いはその塩類、或いはこれらのあらゆる組合せから選択することを特徴とする請求項２
に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項６】
前記金属イオンは、マグネシウム、アルミニウム、鉄或いは亜鉛の陽イオンから選択する
ことを特徴とする請求項２に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項７】
前記ヘアカラーリング剤の重量において、前記合成色素(食用及び化粧品用途)の含量は、
1から10%を占め、前記毛髪キューティクル開放剤の含量は、1から12%を占め、前記金属イ
オンの含量は、1から10%を占め、前記アルカリ剤の含量は1から10%を占めることを特徴と
する請求項２に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項８】
半永久的ヘアカラーリング剤は、(a)カラーリング剤とする天然、或いは合成色素(食用及
び化粧品用途)、(b)頭髮浸透促進剤及び/或いは頭髮膨張剤、(c)酸剤、或いはアルカリ剤
を含むことを特徴とする請求項１に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項９】
合成食用色素は、FD&C　Yellow　No.5、FD&C　Yellow　No.6、Acid　Red　18、FD&C　Red
　No.3、FD&C　Blue　No.1、或いはこれらのあらゆる組合せから選択し、しかも、合成化
粧品色素は、D&C　Yellow　No.10、Ext.D&C　Orange　No.3、FD&C　Red　No.4、D&C　Blu
e　No.6或いはこれらのあらゆる組合せから選択することを特徴とする請求項８に記載の
ヘアカラーリング剤。
【請求項１０】
前記頭髮浸透促進剤及び/或いは頭髮膨張剤は、ベンジルアルコール(Benzyl　alcohol)、
イソプロパノール(Isopropanol)、N-メチル2-ピロリドン(N-methyl-2-pyrolidone)、プロ
ピレンカーボネート(Propylene　carbonate)、無水硫酸ナトリウム(sodium　sulphate　a
nhydrous)、安息香酸(Benzoic　Acid)、ギ酸(Formic　acid)、尿素(Urea)、グアニジン(G
uanidine)、ドデシル硫酸ナトリウム(Sodium dodecyl sulfate)、N-ラウロイルサルコシ
ンナトリウム水和物(Sodium　lauryl　sarcosinate)、トリトン　X-100(Triton　X-100)
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、1‐ドデシルアザシクロヘプタン‐2‐オン(1-Dodecylazacycloheptan-2-one)から選択
することを特徴とする請求項８に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項１１】
前記ヘアカラーリング剤の重量において、前記合成色素(食用及び化粧品用途)の含量は、
1から10%を占め、前記頭髮浸透促進剤及び/或いは頭髮膨張剤の含量は、1から15%を占め
、
前記アルカリ剤の含量は1から10%を占めることを特徴とする請求項８に記載のヘアカラー
リング剤。
【請求項１２】
前記ヘアカラーリング剤は、一時的ヘアカラーリング剤で、しかもカラーリング剤とする
天然或いは合成色素(食用及び化粧品用途)を含むことを特徴とする請求項１に記載のヘア
カラーリング剤。
【請求項１３】
前記合成食用色素は、FD&C　Yellow　No.5、FD&C　Yellow　No.6、Acid　Red　18、FD&C
　Red　No.3、FD&C　Blue　No.1、或いはこれらのあらゆる組合せから選択し、しかも、
該合成化粧品色素は、D&C　Yellow　No.10、Ext.D&C　Orange　No.3、FD&C　Red　No.4、
D&C　Blue　No.6或いはこれらのあらゆる組合せから選択することを特徴とする請求項１
２に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項１４】
前記色素(食用及び化粧品用途)は、ヘアカラーリング剤重量の1から10%を占めることを特
徴とする請求項１２に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項１５】
前記ヘアカラーリング剤は、ヘアカラーリングクリーム、ヘアカラーリング乳液、ヘアカ
ラーリングペースト、ヘアカラーリングジェル、ヘアカラーリングスターチ、ヘアカラー
リングシャンプー、ムースタイプヘアカラーリング剤、スプレータイプヘアカラーリング
剤、パーマ剤と結合したパーマ・カラー一体型剤、或いはpH値に従い変色する変色ヘアカ
ラーリング剤の型式を呈することを特徴とする請求項１から１４の中の任意の１項に記載
のヘアカラーリング剤。
【請求項１６】
前記ヘアカラーリング剤は、パーマ剤と結合して、ヘアカラー・パーマ一体型製品に製造
でき、(a)ジスルフィド結合還原剤、(b)カラーリング剤とする天然或いは合成色素(食用
及び化粧品用途)、(c)    ジスルフィド結合酸化剤を含むことを特徴とする請求項１５に
記載のヘアカラーリング剤。
【請求項１７】
前記合成食用色素は、FD&C　Yellow　No.5、FD&C　Yellow　No.6、Acid　Red　18、FD&C
　Red　No.3、FD&C　Blue　No.1、或いはこれらのあらゆる組合せから選択し、しかも、
該合成化粧品色素は、D&C　Yellow　No.10、Ext.D&C　Orange　No.3、FD&C　Red　No.4、
D&C　Blue　No.6或いはこれらのあらゆる組合せから選択することを特徴とする請求項１
６に記載のヘアカラーリング剤。
【請求項１８】
前記ヘアカラーリング剤は、pH値に従い変色する変色ヘアカラーリング剤の型式を呈し、
(a)カラーリング剤とする天然色素(食用及び化粧品用途)、(b)pH値が2.0から10.0である
酸或いはアルカリ緩衝剤、(c)金属イオンを含むことを特徴とする請求項１５に記載のヘ
アカラーリング剤。
【請求項１９】
前記天然色素(食用及び化粧品用途)は、ブドウ果皮色素、カーマイン色素、アナトータン
ジェリン色素、アントシアニン(Anthocyanin)、カーマイン酸(Carminic acid)、ベタニン
(Betanin)、ブルガキサンチン(Vulgaxanthin)、サンタリン(Santalin)、ビキシン(Bixin)
、ノルビキシン(Norbixin)、或いはこれらの一或いは多数を含む植物色素或いはその抽出
物から選択することを特徴とする請求項１８に記載のヘアカラーリング剤。
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【請求項２０】
前記毛染め方法は、ヒゲ、眉毛、皮膚、くちびる、爪などの人体にも使用可能であること
を特徴とする請求項１に記載の毛染め方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は一或いは多種の食用色素或いは化粧品色素を含むヘアカラーリング剤に関し、特
に天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を主とし
て使用し製造したヘアカラーリング剤及びこれを使用した毛染め方法で、上記したヘアカ
ラーリング剤は皮膚と頭髮の角質タンパクに類似した構造で、毛髮及び皮膚のカラーリン
グに応用可能で、上記したヘアカラーリング剤は、ヘアカラーリングクリーム、ヘアカラ
ーリング乳液、ヘアカラーリングペースト、ヘアカラーリングジェル、ヘアカラーリング
スターチ、ヘアカラーリングシャンプー、ムースタイプヘアカラーリング剤、スプレータ
イプヘアカラーリング剤等に製造することができ、パーマ剤と結合後は、ヘアカラーとパ
ーマ一を一度に完成させられるヘアカラー・パーマ一体型製品に製造でき、上記したヘア
カラーリング剤は、異なる毛染め方法により、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素
(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を、毛髮に浸透させ、ヘアカラーリングの目的を達成
し、色素が頭髮構造に進入する深度に基づき、永久的ヘアカラーリング剤、半永久的ヘア
カラーリング剤及び一時的ヘアカラーリング剤等に製造することができる一或いは多種の
食用色素或いは化粧品色素を含むヘアカラーリング剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
ヘアカラーリング剤は、一時的ヘアカラーリング剤、半永久的ヘアカラーリング剤、永久
的ヘアカラーリング剤に分類される。一時的ヘアカラーリング剤は、シャンプーで一度洗
浄するだけで取り除くことができる頭髮上に着色するヘアカラーリング剤で、これらヘア
カラーリング剤の顆粒は比較的大きいため、キューティクルを通過して毛皮質層まで到達
することができず、頭髮表面上に堆積するだけで、着色犠牲キャップ層を形成するもので
ある。
【０００３】
半永久的ヘアカラーリング剤とは、一般に6-12回のシャンプー洗浄で退色するヘアカラー
リング剤を指し、半永久的ヘアカラーリング剤の染料の特性に応じて、酸性、アルカリ性
と分散型染料等数種類に分けられる。酸性カラーリング剤は、アゾ（azo）系酸性染料を
主とし、イオン結合の作用により、染料は堆積し発色する。これにさらに、ベンジルアル
コール(Benzyl alcohol)、N-メチルピロリドン(N-methylpyrrolidone)等溶剤を組み合わ
せ、クエン酸を添加してpH値を調整し、そのヘアカラーリング効果を高める。アルカリ性
ヘアカラーリング剤は、アルカリ性染料（塩基性色素basic dyestuffs）或いはニトロア
ミノ染料（nitro-amino dyes）を主とし、トリエタノールアミン(Triethanolamine)等ア
ルカリ剤を加えてキューティクルを膨張させる。半永久的ヘアカラーリング剤を頭髮上に
塗布し、20-30分置き、水で洗浄すれば、頭髮に着色することができる。
【０００４】
永久的ヘアカラーリング剤は、金属性永久的、植物性永久的、酸化永久的ヘアカラーリン
グ剤の３種に分けられる。
（１）金属性永久的ヘアカラーリング剤：金属塩原料により染色するもの。その染色は主
に毛幹の表面に堆積する。比較的暗く淡い金属的な色彩を持ち、頭髮を脆く、パーマの効
率を低くしてしまう。
（２）植物性永久的ヘアカラーリング剤：現在永久的植物性ヘアカラーリング剤は、およ
そ以下の２種に分けられる
（Ｉ）色素吸着型：植物性染料と陽イオン表面活性剤の錯体が微小な顆粒となり、頭髮表
面を覆う。もう一つの方法は、数種の植物性染料を混合し違った色とし、染料分子は単な
る吸着方式によりキューティクルと作用するため、一般的には一時的或いは半永久型ヘア
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（ＩＩ）金属イオン錯体型：植物中の活性成分(ヘマトキシリン或いはタンニン酸など)と
金属イオンが形成する有色錯体物を、頭髮の毛皮質層に浸透させる。染料分子が頭髮毛皮
質に進入できるため、一般的には永久的ヘアカラーリング剤に分類される。このタイプの
物質は主に、ポリフェノールとタンニン酸を豊富に含む植物である。ポリフェノールはヘ
マトキシリンを代表とし、タンニン酸は五倍子、丁香、石榴皮等を代表とする。
【０００５】
（３）永久的酸化型化学ヘアカラーリング剤：現在市場で主流の製品である。酸化型化学
ヘアカラーリング剤の第一剤はすべて酸化染料、カップリング剤、アルカリ剤を主成分と
する。第二剤は、高濃度の過酸化水素水を主成分とする。酸化型化学ヘアカラーリング剤
のヘアカラーリング原理は以下の通りである。第一剤のアルカリ剤により、頭髮キューテ
ィクルを開いた後、酸化染料とカップリング剤を毛髮の皮質層に進入させる。続いて、過
酸化水素水を含む第二剤により、既に毛髮皮質層に進入した酸化染料及びカップリング剤
と酸化作用を起こさせる。こうして、酸化後に形成される高分子染料を、毛髮皮質層に直
接沈殿させ、永久ヘアカラーリングの目的を達成する。
【０００６】
しかし、多くの最新の研究レポートが、既に以下のことを指摘している。すなわち、大部
分の酸化染料とカップリング剤は非常に高い毒性を備え、しかも発ガンの危険があるとい
うことである。そのため、長時間の使用或いは過度な使用は、皮膚に対して、徐々に軽微
から深刻な状態まで、さまざまなアレルギー反応を起こさせる。また、第一剤に使用する
アルカリ剤は、不快な臭気があるばかりか、アルカリ度が高い(pH>9.5)ため髮質に深刻な
ダメージを与え、長時間の使用或いは過度な使用は、頭髮の性質を傷つけ、皮膚に刺激を
与える。つまり、酸化型化学ヘアカラーリング剤の毒性副作用と安全性に関わる問題は、
ますます人々の注目を集めるようになっている。そのため、先進国においては、このタイ
プの酸化型化学ヘアカラーリング剤がもたらす発ガン性について早くから強い関心が寄せ
られており、また研究も行われて来た。そして現在では既に多くの文献(表1参照)が、酸
化型化学ヘアカラーリング剤中の多くの酸化染料とカップリング剤が遺伝毒性を持つこと
が証明されている。中でも「m-フェニレンジアミン」（MPD，m-Phenylenediamine）はＷ
ＨＯによって、動物に対する疑似発ガン性とアレルギー性を持つ物質に分類されている。
ＥＵは最近、使用を禁止し、台湾では米国、日本にならい、今のところ使用は禁止されて
いないが、含有量が製品の5％未満に規制されている。
【０００７】
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【０００８】
パラフェ二レンジアミン(PPD，p-Phenylenediamine)は、ヘアカラーリング剤中の主要な
アレルゲンである。それは、ブラウンブラック系ヘアカラーリング剤中に使用する必要が
ある化学成分(表２と表３を参照)で、カラフルな色の系統では、その含有量は比較的少な
い。50%ネズミ致死剤量(LD50と呼称)は、80mg/kgで、この原料の毒性が非常に高いことを
示している。市販のヘアカラーリング剤、特に酸化型化学ヘアカラーリング剤の多くは、
PPD成分を含む。医学界も、PPDはアレルゲンである他、発ガン物質の一種であると指摘し
ており、ドイツ、フランス、スウェーデンでは、PPD(パラフェ二レンジアミン)のヘアカ
ラーリング剤への使用を法律で禁止している。市販のヘアカラーリング剤のPPD濃度は、0
.01%から2%までさまざまで、台湾の規定である4%を下回っているが、PPD使用量の多寡に
かかわらず、アレルギー状態を引き起こす。この他、酸化型化学ヘアカラーリング剤中の
カップリング剤も毒性を有する。表２に示すレソルシノール(Resorcinol)の、50%ネズミ
致死剤量(LD50と呼称)は、200 mg/kgである。すなわち、上記したさまざまな数値は皆、
酸化型化学ヘアカラーリング剤の毒性副作用と安全性に不安があることを示している。
【０００９】
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【表２】

【００１０】
【表３】

【００１１】
半永久的ヘアカラーリング剤及び一時的ヘアカラーリング剤の毒性は、永久的酸化型化学
ヘアカラーリング剤のようなマイナスの副作用はないが、退色が速く、しかも洗浄に弱い
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ため、使用において、永久的ヘアカラーリング剤のような優位を備えていない。植物性ヘ
アカラーリング剤は、吸着型、金属錯体型共に、最大の問題は、使用ステップが複雑でカ
ラーが少ないという二項である。このため、安全性においては優位であっても、化学ヘア
カラーリング剤の普及程度に置換することはできない。
【００１２】
上記した記述により明らかなように、既存の系統のヘアカラーリング剤はすべて、それぞ
れに欠点がある。そのため、人体に対して高い安全性を備え、しかも洗浄に強く長持ちす
る永久的カラーリング剤系統を開発することができれば、毛染めを必要とする人にとって
の一大福音である。
本発明は、従来のヘアカラーリング剤の上記した欠点に鑑みてなされたものである。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
本発明が解決しようとする課題は、長い間ヘアカラーリング剤の欠点であった過敏性、安
全性、応用性の問題を改善することができ、迅速に行うことができる新規の毛染め方法を
提供することができる一或いは多種の食用色素或いは化粧品色素を含むヘアカラーリング
剤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
上記課題を解決するため、本発明は下記の一或いは多種の食用色素或いは化粧品色素を含
むヘアカラーリング剤を提供する。
一或いは多種の食用色素或いは化粧品色素を含むヘアカラーリング剤は、天然色素(食用
及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を主として使用し製造し
たヘアカラーリング剤及びこれを使用した毛染め方法で、該ヘアカラーリング剤は皮膚と
頭髮の角質タンパクに類似した構造で、毛髮及び皮膚のカラーリングに応用可能で、該ヘ
アカラーリング剤は、ヘアカラーリングクリーム、ヘアカラーリング乳液、ヘアカラーリ
ングペースト、ヘアカラーリングジェル、ヘアカラーリングスターチ、ヘアカラーリング
シャンプー、ムースタイプヘアカラーリング剤、スプレータイプヘアカラーリング剤等に
製造することができ、パーマ剤と結合後は、ヘアカラーとパーマ一を一度に完成させられ
るヘアカラー・パーマ一体型製品に製造でき、該ヘアカラーリング剤は、異なる毛染め方
法により、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素
を、毛髮に浸透させ、ヘアカラーリングの目的を達成し、色素が頭髮構造に進入する深度
に基づき、永久的ヘアカラーリング剤、半永久的ヘアカラーリング剤及び一時的ヘアカラ
ーリング剤等に製造することができ、
該毛染め方法包括金属媒染法、ジスルフィド結合還原法、酸素法、イオン結合法、吸着法
を含み、
本発明に示す色素は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、
化粧品色素を含み、その詳細なリストは、表４、表５、表６に示し、天然色素と食用色素
は、食用可能な色素に属するため、安全性の面で不安がなく、化粧品色素は、食用はでき
ないが、それは化粧品に応用される色彩添加剤であるため、皮膚と毛髮の染色への使用に
おいて、安全性の面で、現在ヘアカラーリング剤中に応用されている有機染料より優れて
おり、
本発明中で示す色素は、赤、黄、青、ピンク、緑、イエローオレンジ、オレンジ、紫、黒
、白(表４、表５、表６を参照)等の主要な色をほとんど含み、ヘアカラーリング時には、
単一の色素を使用し、その毛染め方法を組合わせてヘアカラーリングを行うことができ、
また異なる単一の色素を異なる割合で混合後に、その毛染め方法を組み合わせてヘアカラ
ーリングを行うことができ、赤、黄、青の色の三原色を異なる割合で混合後に得られる任
意の色に、その毛染め方法を組合わせてヘアカラーリングを行うことができ、
染料色を形成する方法は、顔料混合した原理に類似し、ヘアカラーリング前に異なる色の
染料を混合して得ることができ、任意の色のヘアカラーリング剤製品を生産する時には、
予め設計された異なる色素比率により、混合を行い製造し、よって、本発明中で示すヘア
カラーリング剤の色は、あらゆる色を含み、しかもヘアカラーリング前に調製して得るこ
とができ、またヘアカラーリング剤の製造時に、調製して得ることができ、それには一切
の制限はない。
【００１６】
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【００１８】
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【００１９】
本発明が示す毛染め方法は、金属媒染法、ジスルフィド結合還原法、酸素法、イオン結合
法、吸着法を含み、定義に基づき、それぞれの属性は、表７の通りである。
【００２０】
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【表７】

【００２１】
金属媒染法は、高価な金属イオンを利用し、頭髮皮質層タンパク質とヘアカラーリング剤
色素の中間カップリング剤とするもので、これによりサンドイッチ型の作用力(Sandwich 
interacton)を生じる。よって、色素を、頭髮皮質層内に固定し、ヘアカラーリング目的
を達成することができる。この種の毛染め方法に適用可能な色素は、天然色素(食用及び
化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素で、これにより製造したヘア
カラーリング剤製品を用いる。内、金属イオンは、マグネシウム、アルミニウム、鉄、亜
鉛等の金属塩類で、その作用力とは、共有結合及びイオン結合作用力を含む。
【００２２】
ジスルフィド結合還原法は、頭髮タンパク質ジスルフィド結合を切断する還原剤を利用し
、頭髮キューティクルを開く方式で、これにより色素分子は、頭髮皮質層に浸透し、ヘア
カラーリング目的の方法を達成する。同時に、頭髮浸透促進剤及び頭髮膨張剤を加え、染
色の性能を高めることができる。この種の毛染め方法に適用可能な色素は、天然色素(食
用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素で、これにより製造し
たヘアカラーリング剤製品を用いる。
【００２３】
酸素法は、過酸化水素水が、弱アルカリ状態(pH=7.5-8.5)下で発生する酸素を利用し、頭
髮の黒色素に対して退色作用を進行させる方法である。その弱アルカリ状態は同時に、キ
ューティクルを開き、これにより色素分子は、頭髮皮質層に進入する。このように、二つ
の作用が同時進行し、安全で髪質を傷めない方式により、色素は皮質層に沈殿し、ヘアカ
ラーリングの目的を達成する。この方法と永久的酸化型化学ヘアカラーリング剤の操作方
法は類似しているが、原理は異なる。化学ヘアカラーリング剤中の過酸化水素水は、頭髮
の黒色素を退色させる他、化学染料中間体を酸化させ、染料分子を形成する。本方法中の
過酸化水素水は、酸素だけを発生し、頭髮の黒色素を退色させる機能だけを備える。よっ
て、本方法は、低濃度の過酸化水素水があれば進行でき、高濃度の過酸化水素水を使用す
る必要がないため、髮質への損害を減らすことができる。
【００２４】
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さらに、本発明は弱アルカリ(pH=7.5-8.5)を利用し、過酸化水素水に酸素を発生させ、頭
髮キューティクルを開き、色素分子の毛皮質層への進入を促進する方式で、髮質を傷める
ことがないが、その染色機能を損なうこともない。一方、化学ヘアカラーリング剤は、強
アルカリ(pH>9.5)を使用しなければ、キューティクルを開かせ、及び過酸化水素水に酸素
を発生させる目的を達成することはできない。強アルカリ環境下では、多くの頭髮タンパ
ク質のアミノ酸は、強アルカリと化学反応を生じ、変性してしまう。よって、強アルカリ
(pH>9.5)の、頭髮に対する損害は非常に深刻である。本発明のこの種の毛染め方法に適用
可能な色素は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品
色素を含み、これにより製造したヘアカラーリング剤製品を用いる。上記の酸素法に使用
する試剤は、酸素を発生する化合物で、無機過酸化物（Inorganic peroxide）、有機過酸
化物（Organic peroxide）及び酸素を発生する試剤で、上記のアルカリ剤は、有機アルカ
リ及び無機アルカリを含む。
【００２５】
イオン結合法は、色素中の陰イオン或いは陽イオンと頭髮タンパク質が発生するイオン結
合作用力を利用し、これに頭髮膨張剤、浸透促進剤等を合わせて、毛皮質或いはキューテ
ィクルと毛皮質の中間区域に色素を堆積させ、ヘアカラーリング目的を達成する方法であ
る。さらに、陰イオンを含む色素は、酸等を添加して、そのpH値を調整し、これによりヘ
アカラーリング効果を高めることができる。陽イオンを含む色素は、アルカリ等を添加し
て、そのpH値を調整し、これによりヘアカラーリング効果を高めることができる。本発明
中のこの種の毛染め方法に適用可能な色素は、陰イオン或いは陽イオンを備える天然色素
(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含み、これにより
製造したヘアカラーリング剤製品を用いる。上記した酸は、有機酸と無機酸で、上記した
アルカリは、有機アルカリと無機アルカリである。
【００２６】
吸着法は、色素分子と頭髮タンパク質間の簡単吸着力を利用し、色素で頭髮表面上を覆い
、着色犠牲キャップ層を形成し、ヘアカラーリング目的を達成する方法である。本発明中
のこの種の毛染め方法に、適用可能な色素は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素
(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含み、これにより製造したヘアカラーリング剤製品
を用いる。
【００２７】
本発明が開示する天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧
品色素を主として製造したヘアカラーリング剤及びその毛染め方法は、毒性のない天然色
素及び食用色素を、ヘアカラーリング原料として使用することに成功し、長年ヘアカラー
リング剤に存在していた遺伝毒性、発ガン性及び過敏性の問題を解決することができる。
これにより、ヘアカラーリング剤の発展は、全く新しい世紀に入ったと言える。そして、
最新のヘアカラーリング原料及び技術が、多年にわたる使用習慣と優位に取って代わるこ
とができるよう、本発明は、染料の安全性をもっとも重視する。次に重要な作業は、天然
色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を、頭髮に進入
、浸透させる技術を開発することで、これにより安全性が高い天然色素(食用及び化粧品
用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を用いて、頭髮に対して、永久的、
半永久的、一時的染色を行う目標の達成を期する。
【００２８】
このため、本発明は、色素をさまざまな深度で、頭髮に進入、浸透させる技術に対して研
究を行った。これにより、５種のヘアカラーリング技術の開発に成功し、上記した目標を
達成した。この五項目の技術が、金属媒染法、ジスルフィド結合還原法、酸素法、イオン
結合法、吸着法で、大量の研究結果を通して、この目標が完全に達成されたことを示した
。次の問題は、本発明のヘアカラーリング剤の色も種類が、市場のニーズに合うかどうか
である。
【００２９】
本発明は、赤、黄、青の色の三原色及び黒、白色カラーリング剤を主として混色を行い、
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混色の方式は、単色カラーリング剤製品を利用して直接所定の比率で混合するもので、そ
の後、所定の毛染め方法で、ヘアカラーリングを行う。この方式は、絵画顔料の混合方式
に類似し、或いは特殊色ヘアカラーリング剤を生産する時、特定の比率で、混合を行い、
生産するヘアカラーリング剤製品に類似している。続いて、所定の毛染め方法で、ヘアカ
ラーリングを行う。この２種の色素染料色形成の方式に、５種の赤、黄、青、黒、白色素
を加え、さらに他種の色素等をも加えた混合方式は、市場で求められている各種色を生み
出すことができる。この種の混色方式は、化学ヘアカラーリング剤に比べ、進歩性と利便
性を備えており、この優位が、化学ヘアカラーリング剤を超えていることは明らかである
。
【００３０】
続いての問題は、ヘアカラーリング剤の持久性が、市場の標準に達するか否かという点で
ある。本発明中の各ヘアカラーリング剤タイプはみな、厳格な洗髮試験を経ており、表７
の標準(持久性と耐洗度標準)に明らかなように、永久的、半永久的、一時的ヘアカラーリ
ング剤に属すると判断することができる。結果は、本発明のヘアカラーリング剤属性とそ
の毛染め方法及び染料配合とは関連があることを示している。吸着法を使用して行うヘア
カラーリング実験はすべて、一時的ヘアカラーリング剤に分類される。色素と頭髮との間
には、微弱な吸着力のみを備えるため、本発明中のあらゆる天然色素(食用及び化粧品用
途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素はすべてこのタイプのヘアカラーリン
グ剤の範疇に適用することができる。
【００３１】
もし、イオン結合法を使用し、ヘアカラーリング実験を行うなら、配合中には、頭髮膨張
剤、浸透促進剤及び酸、アルカリ等を加え、同時に、熱蒸気を利用し、頭髮を加熱し、そ
れが頭髮に進入、浸透する速度を速め、深度を深める。これにより、色素部分は、毛皮質
或いはキューティクル区域に堆積する。この種の配合を使用するカラーリング剤はすべて
、半永久的ヘアカラーリング剤に分類される。色素と頭髮間には、比較的強いイオン結合
作用力を備えるため、本発明中の陰イオン或いは陽イオンを備える天然色素(食用及び化
粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素はみな、このタイプのヘアカラ
ーリング剤の範疇に適用される。
【００３２】
もし、ジスルフィド結合還原法を使用し、ヘアカラーリング実験を行うなら、染料配合中
には、頭髮タンパク質ジスルフィド結合を切断する還原剤を含み、及び弱アルカリ或いは
熱蒸気により、頭髮を加熱し、物理的に髮のキューティクルを開かせるため、色素分子は
、頭髮皮質層内に進入、浸透し、堆積することができる。この種の配合を使用するカラー
リング剤と毛染め方法はみな、永久的ヘアカラーリング剤に分類され、色素は頭髮皮質層
内に堆積するため、本発明中のあらゆる天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用
及び化粧品用途)、化粧品色素はみな、このタイプのヘアカラーリング剤の範疇に適用さ
れる。
【００３３】
もし、酸素法を使用し、ヘアカラーリング実験を行うなら、毛染め方法は、過酸化水素水
、弱アルカリ及び色素カラーリング剤を同時に混合しクリーム状物とし、これによりヘア
カラーリングを行う。この状況下で、クリーム状物中の酸素は、頭髮の黒色素に対して退
色作用を行うが、カラーリング剤中の色素を酸化することはない。別に、弱アルカリ環境
も、キューティクルを開かせ、色素分子の頭髮皮質層内への進入、堆積を促す。この種の
配合を使用するカラーリング剤と毛染め方法はみな、永久的ヘアカラーリング剤に分類さ
れ、色素は頭髮皮質層内に堆積するため、本発明中のあらゆる天然色素(食用及び化粧品
用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素はみな、このタイプのヘアカラーリ
ング剤の範疇に適用される。
【００３４】
もし、金属媒染法を使用し、ヘアカラーリング実験を行うなら、低毒性の高価な金属イオ
ンを媒介とし、それと色素分子が発生する共有結合及びイオン結合を利用し、色素分子を
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、頭髮皮質層内へ固定、堆積させる目的を達成する。この種の配合を使用するカラーリン
グ剤と毛染め方法はみな、永久的ヘアカラーリング剤に分類され、色素は頭髮皮質層内に
堆積するため、本発明中のすべての陰イオン、陽イオン、NH2基、OH基、SH基配位子を備
える天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素はみな
、このタイプのヘアカラーリング剤の範疇に適用される。
【００３５】
最後に、解決しなければならない問題は、本発明中のヘアカラーリング剤が必要とするヘ
アカラーリング時間が、化学ヘアカラーリング剤のような迅速性を備えるかどうかという
点である。
本発明中のヘアカラーリング剤は、金属媒染法を主とするヘアカラーリング剤が40分を費
やす必要がある以外、他の毛染め方法は、20-30分以内で、ヘアカラーリングを完成する
ことができる。すなわち、この点でも、既に化学ヘアカラーリング剤と相当であることが
分かる。
【発明の効果】
【００３６】
上記したように、本発明が開発したヘアカラーリング剤は、以下の長所を備える。
（１）安全性が高い天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化
粧品色素により、遺伝毒性、発ガン性、過敏性を持つ化学ヘアカラーリング剤に取って代
われ、化学ヘアカラーリング剤と同等の永久的ヘアカラーリング剤標準を達成することが
できる。
（２）安全性が高い天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化
粧品色素により、現在市場で使用されている半永久的、及び一時的ヘアカラーリング剤の
染料に取って代われ、相同のヘアカラーリング剤標準を達成することができる。
（３）ヘアカラーリング剤色は、顔料混合に類似の方式を利用し調合を行い、あらゆる必
要とするヘアカラーリング剤色調を得ることができ、さらに所定の毛染め方法によりヘア
カラーリングを行うことで、利便性と創造性を備える。
（４）本発明中のあらゆる毛染め方法及びそれに使用する色素はみな、人体と髮質への安
全性を主要な考察項目としているため、安全性が高く、しかも髮質を傷めることがない。
（５）ヘアカラーリングは、20-30分以内で完成(金属媒染法は40分必要)でき、これに使
用する色素の種類、カラーリング剤配合、毛染め方法の選択はみな、永久的、半永久的、
一時的ヘアカラーリング剤の目標を簡単に達成することができる。
（６）剤型の要求に基づき、本発明の天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及
び化粧品用途)、化粧品色素はみな、ヘアカラーリングクリーム、ヘアカラーリング乳液
、ヘアカラーリングペースト、ヘアカラーリングジェル、ヘアカラーリングスターチ、ヘ
アカラーリングシャンプー、ムースタイプヘアカラーリング剤、スプレータイプヘアカラ
ーリング剤、カラー・パーマ一体型等製品に製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
本発明が開示する天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧
品色素を主要染料とし、異なる毛染め方法を組み合わせて、ヘアカラーリング目的を達成
するヘアカラーリング剤商品において、ヘアカラーリング剤は、毛髮及び皮膚の染色に応
用することができる。ヘアカラーリング剤は、ヘアカラーリングクリーム、ヘアカラーリ
ング乳液、ヘアカラーリングペースト、ヘアカラーリングジェル、ヘアカラーリングスタ
ーチ、ヘアカラーリングシャンプー、ムースタイプヘアカラーリング剤、スプレータイプ
ヘアカラーリング剤等に製造することができ、パーマ剤と結合後は、ヘアカラーとパーマ
一を一度に完成させられるヘアカラー・パーマ一体型製品に製造できる。使用する毛染め
方法、色素タイプ、配合内容に基づき、永久的ヘアカラーリング剤、半永久的ヘアカラー
リング剤、一時的ヘアカラーリング剤等にそれぞれ製造される。
以下に、詳述する。
【００３８】
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＜一、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素種類
＞
本発明に開示する天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧
品色素は、食用可能な天然色素、食用可能な合成色素及び化粧品色素を含む。食用天然色
素の実施例は表４に示し、食用合成色素の実施例は表５に示し、化粧品色素の実施例は、
表６に示す。各国の色素名称と食用色素及び化粧品色素に対する規範には、いくらかの差
異があるため、本発明は国際的に慣用されている染料索引(C.I. Number；Color Index Nu
mber)を用い、統一表示方式とした。染料索引内にリストアップされていない色素につい
ては、CAS Numberを表示方式とし、或いは直接、その色素名称を表示した。
【００３９】
＜二、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素の毛
染め方法＞
（１）酸素法
本発明中の酸素法の毛染め方法は、化学ヘアカラーリング剤のヘアカラーリング方式に類
似している。製品中には、色素を主とするカラーリング剤クリーム状物第一剤、過酸化水
素水或いは過酸化物を主とするクリーム状物第二剤、アルカリ剤を主とするクリーム状物
第三剤をそれぞれ含み、アルカリ剤は、色素クリーム状物中にも含まれる。そのヘアカラ
ーリングステップは、以下に示す。
１．色素染料クリーム状物、過酸化水素水或いは過酸化物クリーム状物、アルカリ剤を、
所定の比率で混合し、撹拌して調製する。
２．ヘアカラーリング刷毛により、頭髮１本１本に混合したカラーリング剤を均一に塗布
後、20~30分おき、先ず、温水で頭髮上のカラーリング剤を洗い流し、次にシャンプーを
使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
【００４０】
本発明中のこの種の毛染め方法に適用可能な色素は、あらゆる天然色素(食用及び化粧品
用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含み、ヘアカラーリング剤タイプ
は、永久的ヘアカラーリング剤に属する。過酸化物は、酸素を発生する化合物で、無機過
酸化物（Inorganic peroxide）、有機過酸化物（Organic peroxide）及び酸素を発生する
試剤を含む。無機過酸化物は、過酸化水素(hydrogen peroxide)、過酸化ナトリウム、過
酸化カリウム、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過硫酸ポタジウム、過硫酸、過
二硫酸、過硝酸、過リン酸、過二リン酸、過炭酸ナトリウム、過ホウ酸ナトリウム及びそ
の塩類等の過酸基－O－O－を含む無機物、無機酸及びその塩類である。有機過酸化物（Or
ganic peroxide）は、過酸基（-O-O-）を含む有機化合物で、一般式はR-O-O-R'で、過酸
、過酸エステルと過酸化エーテル、ジエチルエーテル過酸化物、テトラヒドロフラン過酸
化物、グリコールジメチルエーテル過酸化物、過酸化ベンゾイル、過酸化メチルエチルケ
トン、三過酸化トリアセトン、過酸アセチル硝酸、ダブルエチレンオキシド類等である。
【００４１】
過酸類の例としては、過酸ギ酸、過酸酢酸、過酸トリフルオロ酢酸、過酸プロピオン酸、
過酸ブタン酸、過酸イソ吉草酸、長鎖過酸脂肪酸、過酸安息香酸、メタクロロ過酸安息香
酸、硝基過酸安息香酸、単過酸フタル酸等を含む。他の酸素を発生する試剤は、オゾン或
いは他の類似物である。アルカリ剤は、有機アルカリ及び無機アルカリを含む。実施例で
は、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノプロパノ
ールアミン、ジプロパノールアミン、トリプロパノールアミン、2-アミノ-2-メチル-1,3-
プロピレングリコール、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール及び2-アミノ-2-ヒドロキシ
メチル-1,3-プロピレングリコールなどのアルカノールアミンを含む。無機塩は、水酸化
ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム及び炭酸水素カルシ
ウムなどである。グアニジンは、塩酸グアニジン、硫酸グアニジン、硝酸グアニジン、リ
ン酸グアニジン、硫リン酸グアニジン、硼酸グアニジン、スルファミン酸グアニジン、及
び有機酸のグアニジンである。以上の過酸化物とアルカリ剤は、本技術領域の習熟者が知
り得るものはすべて含むものとする。
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【００４２】
（２）ジスルフィド結合還原法
本発明中の第一種ジスルフィド結合還原法の毛染め方法は、製品中にそれぞれ色素を主と
するカラーリング剤クリーム状物第一剤、ジスルフィド結合還原剤を主とするクリーム状
物第二剤を含む。本剤中には、アルカリ剤を加えても、加えなくともよく、ジスルフィド
結合還原剤の性質に基づき、決定する。そのヘアカラーリングステップは、以下に示す。
１．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本にジスルフィド結合還原剤クリーム状物
を均一に塗布後、10分間おく。
おいておく間は、ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱しても良く、続いて
温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。
または、洗浄せずに、次のステップに進んでもよい。
２．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に色素染料クリーム状物を均一に塗布後
、20分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱して
も良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流した後、次にシャンプーを使用
して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
【００４３】
本発明中第二種ジスルフィド結合還原法の毛染め方法の製品は、一剤型の色素とジスルフ
ィド結合還原剤の混合クリーム状物で、また二剤型の個別のクリーム状物(色素を主とす
るカラーリング剤クリーム状物第一剤、ジスルフィド結合還原剤を主とするクリーム状物
第二剤)である。二剤型のクリーム状物は、ヘアカラーリング前に混合して調製する必要
がある。クリーム状物中には、アルカリ剤を加えても、加えなくともよく、ジスルフィド
結合還原剤の性質に基づき、決定する。一剤型のクリーム状物は、そのまま使用できる。
そのヘアカラーリングステップは、以下に示す。
１．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本にこのヘアカラーリング剤のクリーム状
物を均一に塗布後、そのまま20-30分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチー
マーを利用し、頭髮を加熱してもよい。
２．続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流し、次にシャンプーを使用して洗浄
すれば、ヘアカラーリングの完成である。
【００４４】
本発明中のこの種の毛染め方法に適用可能な色素は、あらゆる天然色素(食用及び化粧品
用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含み、ヘアカラーリング剤タイプ
は、永久的ヘアカラーリング剤に属する。内、ジスルフィド結合還原剤は、D,L-システイ
ン及びその塩類、システインの派生物(N-アセチル-D,L-システイン)、チオール酢酸或い
はその塩類及びエステル類、チオ乳酸及びその塩類、亜硫酸及びその塩類、アスコルビン
酸及びその塩類、 L-アスコルビン酸及びその塩類で、また上記した化合物の組合せ物を
含む。上記した組合せ物中には、さらに頭髮浸透促進剤及び頭髮膨張剤を加え、染色の性
能を高めることができる。内、膨張剤、浸透促進剤は、ベンジルアルコール(Benzy　alco
hol)、イソプロパノール(Isopropanol)、N-メチル2-ピロリドン(N-methyl-2-pyrolidone)
、プロピレンカーボネート(Propylene　carbonate)、無水硫酸ナトリウム(sodium　sulph
ate　anhydrous)、安息香酸(Benzoic　Acid)、ギ酸(Formic　acid)、尿素(Urea)、グアニ
ジン(Guanidine)、ドデシル硫酸ナトリウム(Sodium　dodecyl　sulfate)、N-ラウロイル
サルコシンナトリウム水和物(Sodium　lauryl　sarcosinate)、トリトン X-100(Triton　
X-100)、1‐ドデシルアザシクロヘプタン‐2‐オン(1-Dodecylazacycloheptan-2-one)等
である。上記した試剤は、本技術領域の習熟者が知り得るものはすべて含むものとする。
【００４５】
（３）金属媒染法
本発明中金属媒染法の毛染め方法の製品は、三剤型と二剤型に分けられる。三剤型製品の
第一剤は、ジスルフィド結合還原剤クリーム状物で、本剤の作用は、ジスルフィド結合を
切断し、キューティクルを開かせ、次の剤の色素分子が毛皮質層に進入し易くすることで
ある。但し、もしヘアカラーリングしようとする頭髮が、黒髮或いは他の色の濃い頭髮で
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漂白剤の目的は、頭髮の黒色素を、先に淡化し、黄色からブラウンの髮色とすることであ
る。漂白剤のもう一つの作用は、ジスルフィド結合を切断し、キューティクルを開かせる
ことである。この２つの作用は、次の剤の金属イオンがスムーズに皮質層に進入するよう
助けることができ、第二剤は、低毒性の金属イオンクリーム状物で、第三剤は、色素カラ
ーリング剤クリーム状物である。ヘアカラーリング時には、第一剤、第二剤、第三剤クリ
ーム状物を、順番に使用する。二剤型製品の第一剤は、金属イオンとジスルフィド結合還
原剤の混合クリーム状物で、金属イオンとジスルフィド結合還原剤は、別々のクリーム状
物とすることができる。この場合には、使用前に、この二剤のクリーム状物を混合し使用
する。アルカリ剤は、ジスルフィド結合還原剤のタイプに応じて加え、ヘアカラーリング
時には、第一剤、第二剤クリーム状物の順番に使用する。そのヘアカラーリングステップ
は、以下に示す。
【００４６】
（Ｉ）三剤型ヘアカラーリング剤のヘアカラーリングステップ
１．先ず、ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第一剤(ジスルフィド結合還原
剤クリーム状物)を均一に塗布後、10分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチ
ーマーを利用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い
流す。または、洗浄せずに、次のステップに進んでもよい。もし、ヘアカラーリングしよ
うとする頭髮が、黒髮或いは色の濃い頭髮であるなら、本剤を、6%の過酸化物に換え漂白
剤(頭髮黒色素退色剤)を加える。漂白剤は30分間おき、終了後は真水で漂白剤を洗い流さ
なければならない。
２．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第二剤(金属イオンクリーム状物)を均
一に塗布後、15分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮
を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。
３．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第三剤(色素カラーリング剤クリーム
状物)を均一に塗布後、15分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利
用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。次に
シャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
【００４７】
（ＩＩ）二剤型ヘアカラーリング剤のヘアカラーリングステップ
１．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第一剤(金属イオンクリーム状物)を均
一に塗布後、15分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮
を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。
２．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第二剤(色素カラーリング剤クリーム
状物)を均一に塗布後、15分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利
用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。次に
シャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
【００４８】
本発明中のこの種の毛染め方法に適用可能な色素は、陰イオン、陽イオン、NH2基、OH基
、SH基配位子を備える天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、
化粧品色素を含み、ヘアカラーリング剤タイプは、永久的ヘアカラーリング剤に属する。
そのヘアカラーリング結果は、表８に示す。ジスルフィド結合還原剤と上記のジスルフィ
ド結合還原法の実施例は相同である。金属イオンは、低毒性のマグネシウム、アルミニウ
ム、鉄、亜鉛等金属塩類を含む。上記した試剤は、本技術領域の習熟者が知り得るものは
すべて含むものとする。
【００４９】
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【表８】

【００５０】
（４）イオン結合法
本発明中イオン結合法の毛染め方法の製品は、一剤型である。その組成は、陰イオン或い
は陽イオン色素を主とするカラーリング剤クリーム状物で、クリーム状物中には、頭髮膨
張剤、浸透促進剤を加え、ヘアカラーリングの効果を高める。さらに、陰イオンを含む色
素には、酸化剤を添加し、ヘアカラーリング効果を高めることができる。陽イオンを含む
色素には、アルカリ剤を添加し、ヘアカラーリング効果を高めることができる。また、ド
ライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱する物理方式により、ヘアカラーリング
効果を高めることができる。
この方式は、市販の半永久的ヘアカラーリング剤のヘアカラーリング方式と相同である。
そのヘアカラーリングステップは、以下に示す。
１．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本にカラーリング剤クリーム状物を均一に
塗布後、そのまま20-30分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利用
し、頭髮を加熱してもよい。
２．続いて温水で頭髮上のクリーム状物を洗い流し、次にシャンプーを使用して洗浄すれ
ば、ヘアカラーリングの完成である。
【００５１】
本発明中のこの種の毛染め方法に適用可能な色素は、陰イオン或いは陽イオンを備える天
然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含み、ヘア
カラーリング剤タイプ半永久的ヘアカラーリング剤に属する。酸は、有機酸或いは無機酸
で、アルカリは、有機アルカリ或いは無機アルカリで、と上記した酸素染髮法の実施例と
相同である。膨張剤、浸透促進剤は、上記したジスルフィド結合還原法の実施例と相同で
、上記した試剤は、本技術領域の習熟者が知り得るものはすべて含むものとする。
【００５２】
（５）吸着型法
本発明中吸着型法の毛染め方法の製品は、一剤型色素を主とするカラーリング剤クリーム
状物で、この方式は、市販の一時的ヘアカラーリング剤のヘアカラーリング方式と相同で
ある。そのヘアカラーリングステップは、以下に示す。
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１．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本にカラーリング剤クリーム状物を均一に
塗布する。
２．ドライヤーにより頭髮を乾燥させれば、ヘアカラーリングは完成である。
本発明中のこの種の毛染め方法に適用可能な色素は、あらゆる天然色素(食用及び化粧品
用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含み、ヘアカラーリング剤タイプ
は、一時的ヘアカラーリング剤に属する。
【００５３】
＜三、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素のカ
ラー・パーマ一体型製品＞
一般の伝統的なパーマの過程は、二剤二ステップに分けられる。第一剤は、チオール酢酸
或いはその塩類、及びエステル類或いは副シスチン等、この二類のジスルフィド結合還原
剤を主要成分(ジスルフィド結合還原法中に使用するジスルフィド結合還原剤)とする。第
二剤は、臭素酸塩類或いは過酸化水素水等、この二類のジスルフィド結合酸化剤を主要成
分とする。
【００５４】
基礎的パーマ原理は、以下の通りである。第一剤ジスルフィド結合還原剤により、頭髮タ
ンパク質間のジスルフィド結合が形成する-SH基を切断する。続いて、第二剤ジスルフィ
ド結合酸化剤により、-SH基を再建し、新しいジスルフィド結合とし、これにより頭髮塑
型の目的を達成する。現在のパーマプロセスとヘアカラーリングプロセスは、分けて行わ
れ、間には一週間以上の間隔を開けなければならない。しかも、各プロセスと共に完成ま
でに１時間以上かかる。そのため、この２種のプロセスを一度で完成させられれば、個人
と美容師の時間を節約でき、煩雑なヘアカラー、パーマプロセスを省くことができる。
【００５５】
上記したように、本発明の主要目的は、カラーとパーマプロセスを結合することである。
よって、設計上、カラー、パーマ原料の一部を混合し、しかもその機能に相互に影響を及
ぼさないようにしなければならない。パーマ原理に基づけば、第一剤のジスルフィド結合
還原剤の主要な機能は、頭髮タンパク質のジスルフィド結合を切断し、同時に、頭髮のキ
ューティクルを開かせることである。これと本発明中ジスルフィド結合還原法のヘアカラ
ーリング原理は、相同である。よって、ヘアカラー・パーマ一体型製品の第一種設計方法
は、上記ヘアカラーリング剤中のジスルフィド結合還原法に基づき、達成する。ジスルフ
ィド結合還原法を使用するヘアカラーリング剤クリーム状物を、ヘアカラー・パーマ一体
型製品の第一剤とする。本剤の作用は、頭髮のジスルフィド結合を切断し、同時に、色素
分子を頭髮毛皮質層へと進入させ、堆積させる。続いて、ジスルフィド結合酸化剤を、ヘ
アカラー・パーマ一体型製品の第二剤とする。本剤の作用は、新しいジスルフィド結合を
再建し、これにより頭髮は塑型の目的を達成し、同時に、皮質層にある色素に対して酸化
退色作用を及ぼさないため、ヘアカラーとパーマを一度に完成させる目的を達成すること
ができる。このタイプの製品は、二剤型ヘアカラー・パーマ一体型製品に属する。
【００５６】
ヘアカラー・パーマ一体型製品の第二種設計方法は、上記したヘアカラーリング剤中の酸
素法に基づき、達成される。同様に、第一剤のジスルフィド結合還原剤を使用し、頭髮タ
ンパク質のジスルフィド結合を切断する。同時に、頭髮キューティクルを開かせる。続い
て、上記した酸素法毛染め方法の色素クリーム状物及び過酸化水素水或いは過酸化物クリ
ーム状物(すなわち、ジスルフィド結合酸化剤)の混合クリーム状物を第二剤とし、過酸化
水素水或いは過酸化物により酸化し、新しいジスルフィド結合を再建する。これにより、
頭髮は塑型の目的を達成し、同時に、色素分子を頭髮毛皮質層に進入させ堆積させて、ヘ
アカラーとパーマを一体とする目的を達成する。このタイプの製品は、二剤型ヘアカラー
・パーマ一体型製品に属する。
【００５７】
ヘアカラー・パーマ一体型製品の第三種設計方法は、色素クリーム状物及び過酸化水素水
或いは過酸化物クリーム状物(すなわち、ジスルフィド結合酸化剤)を混合せず、別々のス
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テップにより、カラー、パーマを行う。先ず同様に、第一剤のジスルフィド結合還原剤を
使用し、頭髮タンパク質のジスルフィド結合を切断する。続いて、色素クリーム状物を第
二剤とし、ヘアカラーリングを行う。最後のステップでは、ジスルフィド結合酸化剤を第
三剤として使用し、新しいジスルフィド結合を再建し、これにより頭髮は塑型の目的を達
成する。このタイプの製品は、三剤型ヘアカラー・パーマ一体型製品に属する。
【００５８】
ヘアカラー・パーマ一体型製品の第四種設計方法は、ジスルフィド結合還原剤と色素を、
同一クリーム状物内に設計し、第一剤とし、頭髮タンパク質のジスルフィド結合を切断す
る。同時に、頭髮キューティクルを開かせる。続いて、空気或いは酸素発生器が発生する
酸素を第二剤(ジスルフィド結合酸化剤)とする。酸素により酸化し、新しいジスルフィド
結合を再建する。これにより、頭髮は塑型の目的を達成し、同時に、色素分子を頭髮毛皮
質層に進入させ堆積させて、ヘアカラーとパーマを一体とする目的を達成する。このタイ
プの製品は、二剤型ヘアカラー・パーマ一体型製品に属する。
【００５９】
パーマの方法には、加熱法、つけ巻き法、コールドパーマ法の３種がある。以下に、この
３種のパーマ方法に基づき、ヘアカラー・パーマ一体型製品の操作ステップについて詳述
する。
＜１．加熱法：二剤型のカラー・パーマ一体型製品操作ステップ＞
ステップ１：洗髮(濡れた状態で)
ステップ２：第一剤を塗る(20分間おく)
ステップ３：水ですすぐ
ステップ４：ロッドを巻く
ステップ５：加熱し形を固定させ乾かす(完全乾燥)
ステップ６：第二剤を塗る(20分間おく)
ステップ７：ロッドを外す
ステップ８：洗い流す
＜２．つけ巻き法：二剤型のカラー・パーマ一体型製品操作ステップ＞
ステップ１：洗髮(濡れた状態で)
ステップ２：第一剤を塗る(20分間おく)
ステップ３：ロッドを巻く
ステップ４：加熱し形を固定させ乾かす(完全乾燥)
ステップ５：第二剤を塗る(20分間おく)
ステップ６：ロッドを外す
ステップ７：洗い流す
＜３．コールドパーマ法：二剤型のカラー・パーマ一体型製品操作ステップ＞
ステップ１：洗髮(濡れた状態で)
ステップ２：第一剤を塗る(20分間おく)
ステップ３：水ですすぐ
ステップ４：ロッドを巻く
ステップ５：第二剤を塗る(20分間おく)
ステップ６：ロッドを外す
ステップ７：洗い流す
＜４．加熱法：三剤型のカラー・パーマ一体型製品操作ステップ＞
ステップ１：洗髮(濡れた状態で)
ステップ２：第一剤を塗る(10分間おく)
ステップ３：第二剤を塗る(20分間おく)
ステップ４：水ですすぐ
ステップ５：ロッドを巻く
ステップ６：加熱し形を固定させ乾かす(完全乾燥)
ステップ７：第三剤を塗る(10分間おく)
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ステップ８：ロッドを外す
ステップ９：洗い流す
＜５．つけ巻き法：三剤型のカラー・パーマ一体型製品操作ステップ＞
ステップ１：洗髮(濡れた状態で)
ステップ２：第一剤を塗る(10分間おく)
ステップ３：第二剤を塗る(20分間おく)
ステップ４：ロッドを巻く
ステップ５：加熱し形を固定させ乾かす(完全乾燥)
ステップ６：第二剤を塗る(10分間おく)
ステップ７：ロッドを外す
ステップ８：洗い流す
＜６．コールドパーマ法：三剤型のカラー・パーマ一体型製品操作ステップ＞
ステップ１：洗髮(濡れた状態で)
ステップ２：第一剤を塗る(10分間おく)
ステップ３：第二剤を塗る(20分間おく)
ステップ４：水ですすぐ
ステップ５：ロッドを巻く
ステップ６：第二剤を塗る(10分間おく)
ステップ７：ロッドを外す
ステップ８：洗い流す
【００６０】
本発明中のこの種のヘアカラー・パーマ一体型製品に適用可能な色素は、天然色素(食用
及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含む。色素の重量パー
セント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、2%から5%である。ジスルフィド結合
還原剤は、上記したジスルフィド結合還原法の実施例と相同である。ジスルフィド結合還
原剤の重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、3%から8%である。ジ
スルフィド結合還原剤のpH値を調整する必要があるなら、アルカリ剤により調整を行う。
アルカリ剤の使用量は、製品クリーム状物のpH値を、7.5-9.5の間にまで調整するものと
する。実際の使用量は、アルカリ剤の性質に応じて決め、アルカリ剤は、有機アルカリ或
いは無機アルカリで、上記したジスルフィド結合還原法の実施例と相同である。ジスルフ
ィド結合還酸化剤は、過酸化水素水と臭素酸塩類などの、パーマ第二剤原料で、また有機
過酸化物と無機過酸化物ともでき、或いは酸素を発生する試剤、或いはその組合せとする
ことができ、上記した酸素法の実施例と相同である。その重量パーセント含有量は、3%か
ら12%で、好ましい含有量は、3%から8%である。
【００６１】
ジスルフィド結合酸化剤のpH値を調整する必要があるなら、酸化剤により調整を行い、酸
化剤の使用量は、製品クリーム状物のpH値を、2.5-4.5の間にまで調整するものとする。
実際の使用量は、酸化剤の性質に応じて決め、内、酸化剤は、有機酸と無機酸である。色
素クリーム状物中pH値を調整する必要があるなら、有機酸、無機酸、有機アルカリ、無機
アルカリ等を加えて調整を行う。上記した試剤は、本技術領域の習熟者が知り得るものは
すべて含むものとする。本発明の剤型は、水剤、乳液、クリーム、ペースト、ジェル、ス
ターチ剤、ムースタイプ、スプレータイプの剤型に調製することができる。
【００６２】
＜四、色素カラーリング剤を混色して調製するヘアカラーリング剤の色及びその毛染め方
法＞
本発明中に開示する色素カラーリング剤は、赤、黄、青、ピンク、緑、イエローオレンジ
、オレンジ、紫、黒、白等各種主要色を備える。必要とする任意の種類のカラーリング剤
色は、絵画顔料の混色原理を利用し、調製する。本発明は、単一色の食用色素カラーリン
グ剤である台湾食用黄色四号(FD&C　Yellow　No.
5)、台湾食用赤色六号(Acid　Red　18)、台湾食用赤色七号(FD&C　Red　No.3)、台湾食用
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して利用する。これにより、合計106種色のカラーリング剤を調製し、厳格な酸素法ヘア
カラーリング実験を行い、黒色頭髮における染色効果を確認した。実験結果は、染料混色
の調製方式により調製に成功した色素は、黒色頭髮を染めることができると示している。
しかも、30回のシャンプーによる耐洗浄性と持久性に関する厳格な試験を経て、永久的ヘ
アカラーリング剤に属することが実証された。カラーリング剤混合調製の結果は、表９に
示す。
【００６３】
【表９】
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【００６４】
＜五、pH値に従い変色する色素ヘアカラーリング剤＞
本発明に掲示する色素ヘアカラーリング剤中において、アントシアニンを主要色素成分と
して含む天然色素などのある種の天然食用色素は、pH値の改変に従い変色する色素成分を
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備える。アントシアニンは、pH指示剤に類似した変色効果を備え、その色は、pHの変化に
従い変化する。pHが、1から徐々に13まで上がると、その色は、赤色、青赤色、紫色、青
色、緑色に変わり、最後には黄色となる。よって、この特性を利用し、変色するヘアカラ
ーリング剤を開発することができる。表１０には、変色する天然色素をリストアップする
。
【００６５】
上記に対応した金属媒染法、ジスルフィド結合還原法、酸素法、イオン結合法及び吸着法
等の各種ヘアカラーリング方式では、表10中の天然色素はみな、異なる毛染め方法及びニ
ーズに利用することができる。すなわち、天然色素を、頭髮の目標部位(キューティクル
或いは毛皮質)に進入、浸透させ、永久的、半永久的、一時的ヘアカラーリング剤とする
ことができる。
本発明で示すpH値に従いその色を変える天然色素分子単体は、アントシアニン(Anthocyan
in)、カーマイン酸(Carminic acid)、ベタニン(Betanin)、ブルガキサンチン(Vulgaxanth
in)、サンタリン(Santalin)、ビキシン(Bixin)、ノルビキシン(Norbixin)等、及びこの色
素分子を備える植物色素及び抽出物である。内、変色ヘアカラーリング剤は、単一の色素
カラーリング剤により構成することができ、また任意の比率で色素を混合して調製するカ
ラーリング剤色により構成することができる。ヘアカラーリング時には、異なる毛染め方
法に基づき毛染めを行った後、異なるpH値の緩衝溶液を、頭髮上にスプレーし、ドライヤ
ーにより頭髮を乾燥させれば、頭髮の色を変えることができる。上記において、未記載の
pH値に従い変色する天然色素はすべて、本発明の範疇に含むもので、色素クリーム状物中
の色素重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、2%から5%である。
【００６６】
内、pH値緩衝剤は、酸化剤、アルカリ剤、塩類及びその組合せ物或いは緩衝溶液で、酸化
剤は、有機酸と無機酸及びその塩類である。アルカリ剤は、有機アルカリと無機アルカリ
及びその塩類で、緩衝溶液のpH値は2.0-10.0の間で、本技術領域の習熟者が知り得るもの
はすべて含むものとする。本発明のヘアカラーリング剤は、水剤、乳液、クリーム、ペー
スト、ジェル、スターチ剤、ムースタイプ、スプレータイプ、シャンプーの製剤型式に調
製することができる。
【００６７】
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【表１０】

【００６８】
＜六、ヘアカラーリング剤の最適化条件＞
（１）酸素法永久的ヘアカラーリング剤製品の最適化条件
このヘアカラーリング剤は、三剤型と二剤型製品に分けられる。三剤型製品では、第一剤
は色素カラーリング剤クリーム状物、第二剤は過酸化水素水或いは過酸化物クリーム状物
、第三剤はアルカリ剤クリーム状物或いは粉末である。二剤型製品では、第一剤は、色素
とアルカリ剤を混合したもので、第二剤は過酸化水素水或いは過酸化物クリーム状物で、
使用時には、すべてのクリーム状物を混合して使用する。色素の由来は、天然色素(食用
及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含む。色素クリーム状
物中の色素重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、2%から5%である
。過酸化水素水、過酸化物或いはその組合せ物クリーム状物中の重量パーセント含有量は
、3%から12%で、好ましい含有量は、3%から6%である。アルカリ剤クリーム状物或いは粉
末の使用量は、製品クリーム状物のpH値を7.5-8.5の間に調整するものとする。実際の使
用量は、アルカリ剤の性質に応じて決め、アルカリ剤は、有機アルカリ或いは無機アルカ
リである。有機アルカリの実施例は、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリ
エタノールアミン、モノプロパノールアミン、ジプロパノールアミン、トリプロパノール
アミン、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロピレングリコール、2-アミノ-2-メチル-1-プロパノ
ール及び2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロピレングリコールなどのアルカノールア
ミン、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カルシウム及び炭
酸水素カルシウムなどの無機塩、及び塩酸グアニジン、硫酸グアニジン、硝酸グアニジン
、りん酸グアニジン、硫リン酸グアニジン、硼酸グアニジン、スルファミン酸グアニジン
、及び有機酸のグアニジングアニジンを含む。本発明のヘアカラーリング剤は、水剤、乳
液、クリーム、ペースト、ジェル、スターチ剤、ムースタイプ、スプレータイプ、シャン
プーの製剤型式に調製することができる。
【００６９】
（２）ジスルフィド結合還原法永久的ヘアカラーリング剤製品の最適化条件
このヘアカラーリング剤は、二剤型と一剤型製品に分けられる。二剤型製品の第一剤は、
ジスルフィド結合還原剤クリーム状物で、第二剤は、色素カラーリング剤クリーム状物で
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ある。
ヘアカラーリング時には、第一剤と第二剤クリーム状物を順番に使用し、或いはこの二剤
クリーム状物をそのまま混合後に使用する。アルカリ剤を加える必要があるなら、アルカ
リ剤は、ジスルフィド結合還原剤クリーム状物と一緒にし、使用時にはそのまま使用すれ
ばよい。一剤型製品は、ジスルフィド結合還原剤、色素、アルカリ剤を一体に含むクリー
ム状物で、使用時にはそのまま使用すればよい。
【００７０】
色素の由来は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品
色素を含む。色素クリーム状物中の色素重量パーセント含有量は、1%から10%で、好まし
い含有量は、2%から5%である。ジスルフィド結合還原剤クリーム状物中ジスルフィド結合
還原剤の重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、3%から8%である。
内、ジスルフィド結合還原剤は、D,L-システイン及びその塩類、システインの派生物(N-
アセチル-D,L-システイン)、チオール酢酸或いはその塩類及びエステル類、チオ乳酸及び
その塩類、亜硫酸及びその塩類、アスコルビン酸及びその塩類、 L-アスコルビン酸及び
その塩類、及び上記した化合物の組合せ物を含む。上記した試剤は、本技術領域の習熟者
が知り得るものはすべて含むものとする。アルカリ剤の使用量は、製品クリーム状物のpH
値を8.0-9.0の間まで調整するものとし、実際の使用量は、アルカリ剤の性質に応じて決
める。アルカリ剤は、上記と相同である。
本発明のヘアカラーリング剤は、水剤、乳液、クリーム、ペースト、ジェル、スターチ剤
、ムースタイプ、スプレータイプ、シャンプーの製剤型式に調製することができる。
【００７１】
（３）金属媒染法永久的ヘアカラーリング剤製品の最適化条件
このヘアカラーリング剤は、三剤型と二剤型製品に分けられる。三剤型製品の第一剤は、
ジスルフィド結合還原剤クリーム状物で、本剤の作用は、ジスルフィド結合を切断し、キ
ューティクルを開かせ、次の剤の色素分子が毛皮質層に進入し易くすることである。但し
、ヘアカラーリングしようとする頭髮が、黒髮或いは他の色の濃い頭髮であるなら、本剤
は、一般的ないわゆる漂白剤(頭髮黒色素退色剤)に換えることができる。漂白剤の目的は
、頭髮の黒色素を、先に淡化し、黄色からブラウンの髮色とすることである。漂白剤のも
う一つの作用は、ジスルフィド結合を切断し、キューティクルを開かせることである。こ
の２つの作用は、次の剤の金属イオンがスムーズに皮質層に進入するよう助けるものであ
る。第二剤は、低毒性の金属イオンクリーム状物で、第三剤は、色素カラーリング剤クリ
ーム状物で、ヘアカラーリング時には、第一剤、第二剤、第三剤クリーム状物を、順番に
使用する。二剤型製品の第一剤は、金属イオンとジスルフィド結合還原剤の混合クリーム
状物で、金属イオンとジスルフィド結合還原剤は、別々のクリーム状物とすることができ
る。この場合には、使用前に、この二剤のクリーム状物を混合し使用する。アルカリ剤は
、ジスルフィド結合還原剤のタイプに応じて加え、第二剤は、色素カラーリング剤クリー
ム状物である。ヘアカラーリング時には、第一剤、第二剤クリーム状物を順番に使用する
。
【００７２】
色素の由来は、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品
色素を含む。色素クリーム状物中の色素重量パーセント含有量は、1%から10%で、好まし
い含有量は、2%から5%である。内、金属イオンは、低毒性のマグネシウム、アルミニウム
、鉄、亜鉛等金属塩類を含み、本技術領域の習熟者が知り得るものはすべて含むものとす
る。金属イオンの重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、2%から5%
である。ジスルフィド結合還原剤クリーム状物中のジスルフィド結合還原剤の重量パーセ
ント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、3%から8%である。内、ジスルフィド結
合還原剤は、上記に示したものと相同である。内、アルカリ剤は、上記に示したものと相
同である。本発明のヘアカラーリング剤は、水剤、乳液、クリーム、ペースト、ジェル、
スターチ剤、ムースタイプ、スプレータイプ、シャンプーの製剤型式に調製することがで
きる。
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【００７３】
（４）イオン結合法半永久的ヘアカラーリング剤製品の最適化条件
このヘアカラーリング剤は、一剤型製品だけで、主に、陰イオン或いは陽イオン色素を含
む。別に、クリーム状物中には、頭髮膨張剤、浸透促進剤を含み、さらに、陰イオンを含
む色素には、酸化剤を添加し、ヘアカラーリング効果を高め、陽イオンを含む色素には、
アルカリ剤を添加し、ヘアカラーリング効果を高めることができる。また、ドライヤー或
いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱する物理方式により、ヘアカラーリング効果を高め
ることができる。ヘアカラーリング時には、そのまま使用すればよい。色素由来包含陰イ
オン或いは陽イオンを備える天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧品
用途)、化粧品色素。
【００７４】
色素クリーム状物中の色素重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、2
%から5%である。酸は、有機酸或いは無機酸で、その使用量は、使用する酸の性質に応じ
て決めるが、目標を、クリーム状物のpH値を2.0-6.0の間にまで調整するものとする。実
施例は、塩酸、酒石酸、クエン酸、りん酸を含み、本技術領域の習熟者が知り得るものは
すべて含むものとする。アルカリは、有機アルカリ或いは無機アルカリで、アルカリ剤の
タイプは、上記に示したものと相同である。その使用量は、アルカリ剤の性質に応じて決
めるが、目標を、クリーム状物のpH値を8.0-10.0の間にまで調整するものとする。膨張剤
、浸透促進剤は、上記に示したものと相同で、その重量パーセント含有量は、3%から20%
で、好ましい含有量は、5%から15%である。上記した試剤は、本技術領域の習熟者が知り
得るものはすべて含むものとする。本発明のヘアカラーリング剤は、水剤、乳液、クリー
ム、ペースト、ジェル、スターチ剤、ムースタイプ、スプレータイプ、シャンプーの製剤
型式に調製することができる。
【００７５】
（５）吸着法一時的ヘアカラーリング剤製品の最適化条件
このヘアカラーリング剤は、一剤型製品だけで、主に色素を含むクリーム状物で、ヘアカ
ラーリング時には、そのまま使用すればよい。色素の由来は、天然色素(食用及び化粧品
用途)、合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を含む。色素クリーム状物中の色素
重量パーセント含有量は、1%から10%で、好ましい含有量は、2%から5%である。本発明の
ヘアカラーリング剤は、水剤、乳液、クリーム、ペースト、ジェル、スターチ剤、ムース
タイプ、スプレータイプ、シャンプーの製剤型式に調製することができる。
【００７６】
上記した他に、その配合の必要に応じて、本発明の効果を損害しない範囲内で、ヘアカラ
ーリング剤中に一般に使用されている他の成分を使用することができる。このような成分
は、陽イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤、
羊毛脂由来原料、タンパク質派生物、油類、脂肪、ロウ、炭化水素、多価アルコール
、エステル、アミド、保湿剤成分、漢方薬等植物抽出物、陽イオン性、陰イオン性、非イ
オン性等水溶性高分子及び重合物、粘性/ジェル増粘剤、低炭素アルコール溶剤、ビタミ
ン、アミノ酸、金属イオン封鎖剤、防腐剤、殺菌剤、pH調整剤、浸透剤、紫外線吸收剤、
抗酸化剤、着色剤、香料等である。
【００７７】
本発明が開発したヘアカラーリング剤は、安全性が高い天然色素(食用及び化粧品用途)、
合成色素(食用及び化粧品用途)、化粧品色素を使用する。その目的は、現在遺伝毒性、発
ガン性、過敏性を持つ、既存の化学ヘアカラーリング剤に取って代わることで、人体にヘ
アカラーリング剤を使用する時に、毒性と過敏性への憂慮を払拭することである。よって
、毛髮及び皮膚共に、安心して、このタイプのヘアカラーリング剤を使用することができ
、ヒゲ、眉毛、皮膚、くちびる、爪等すべてに使用することができる。
【００７８】
本発明中の各種毛染め方法により、天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び
化粧品用途)、化粧品色素により製造するヘアカラーリング剤は、耐洗浄性、持久性、利
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便性、迅速性等を含む現在の市場における標準を達成することができ、現在の使用標準を
超えるものもある。本発明中の天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化粧
品用途)、化粧品色素は、使用する色素種類、カラーリング剤配合、毛染め方法に応じて
選択でき、どれも永久的、半永久的、一時的的ヘアカラーリング剤の目標を簡単に達成す
ることができる。剤型の必要に応じて、ヘアカラーリングクリーム、ヘアカラーリング乳
液、ヘアカラーリングペースト、ヘアカラーリングジェル、ヘアカラーリングスターチ、
ヘアカラーリングシャンプー、ムースタイプヘアカラーリング剤、スプレータイプヘアカ
ラーリング剤等製品に製造することができる。
【００７９】
特殊な製品としては、本発明中の天然色素(食用及び化粧品用途)、合成色素(食用及び化
粧品用途)、化粧品色素は、カラー・パーマ一体型、及びpH値に従い変色するヘアカラー
リング剤に製造することができる。本発明が開発したヘアカラーリング剤色は、赤、黄、
青、黒、白の５種の色素を用い、絵画顔料の混合方式を利用し調合を行い、さらにより多
くの他の色の色素を混合して調製し、市場が必要とする各種色のヘアカラーリング剤を製
造し、所定の毛染め方法により、ヘアカラーリングを行うことができる。これは現在市場
に流通する各種ヘアカラーリング剤に比べ、簡単で、利便性と創造性が高く、現在のヘア
カラーリング剤の基礎をはるかに超える優位を持ち、ヘアカラーリング剤に新しい世紀を
切り開くものである。
【実施例】
【００８０】
以下に実施例を用い、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも
のではない。
＜一、酸素法永久的ヘアカラーリング剤製品の実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成
第一剤組成：食用色素クリーム状物
第二剤組成：6%過酸化物
第三剤組成：モノエタノールアミンと過硫酸カリウム
（２）カラーリング剤クリーム状物
黄色102号(FD&C　Yellow No.5)、イエロー103号(FD&C　Yellow No.6)、赤色104号(Acid　
Red　18)、マゼンタ105号(FD&C　Red　No.3)、青色106号(FD&C　Blue　No.1)の５種。
【００８１】
（３）毛染め方法及びステップ
毛染め方法及びステップ(Ｉ)：第二剤と第三剤を所定の比率で混合し、撹拌して調製する
。ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に上記の混合したカラーリング剤を均一に
塗布し、20分間おいた後、温水で頭髮上のカラーリング剤を洗い流し、続いてヘアカラー
リング刷毛により、頭髪１本１本に第一剤を均一に塗り、20分間おいた後、次にシャンプ
ーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
毛染め方法及びステップ(ＩＩ)：第一剤、第二剤、第三剤を所定の比率で混合し、撹拌し
て調製する。ヘアカラーリング刷毛により、頭髮１本１本に混合したカラーリング剤を均
一に塗布後、20~30分おき、先ず、温水で頭髮上のカラーリング剤を洗い流し、次にシャ
ンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
毛染め方法及びステップ(ＩＩＩ)：第二剤と第三剤を所定の比率で混合し、撹拌して調製
する。ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に上記の混合したカラーリング剤を均
一に塗布し、10分間おいた後、洗浄せず、直接ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１
本に第一剤を均一に塗り、20分間おいた後、次にシャンプーを使用して洗浄すれば、ヘア
カラーリングの完成である。
（４）頭髮テスト：白髮及び黒髮
（５）ヘアカラーリング剤クリーム状物配合：表１１に示す。
【００８２】
上記５種の目標色素クリーム状物を用い、I、II、IIIの毛染め方法及びステップに基づき
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テストの頭髪は、それぞれ白色頭髮と黒色頭髮である。
ヘアカラーリング完成後は、市販のシャンプーにより上記頭髪を３０回洗浄した。
次に、ドライヤーにより頭髮を乾燥させた。
以下の標準に基づき、目視方法により、該頭髪の染めた後の色、可染性、色滞留性を評価
した。
評価方法は、表１２に示し、最終評価結果は、表１３に示す。
【００８３】
【表１１】

【００８４】
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【表１３】

【００８６】
表１３の結果から分かるように、方法I、II、IIIヘアカラーリング方式で得られた結果は
相同で、すべて永久的ヘアカラーリング剤に属し、白髮テストヘアカラーリングの染めた
後の色と、使用した食用色素カラーリング剤の色は相同である。もし、黒髮テストヘアカ
ラーリングの染めた後の色が、黄色とカラーリング剤色の混合色を形成するなら、これは
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、6%過酸化物の黒色頭髮に対する退色の程度が、黄色或いはブラウンまでしか退色させら
れないからで、そのため最終的に染まった髮色は、混合色を形成する。これは、本領域の
習熟者が知り得る正常な結果である。
【００８７】
＜二、ジスルフィド結合法還原法永久的ヘアカラーリング剤製品の実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成：食用色素クリーム状物、ジスルフィド結合還原剤、アル
カリ剤。
（２）カラーリング剤：黄色102号(FD&C　Yellow　No.5)、イエロー103号(FD&C　Yellow
　No.6)、赤色104号(Acid　Red　18)、マゼンタ105号(FD&C　Red　No.3)、青色106号(FD&
C　Blue　No.1)等５種。
（３）毛染め方法及びステップ：ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本にヘアカラ
ーリング剤クリーム状物を均一に塗布後、20分間おく。もし、ヘアカラーリングしようと
する頭髮が、黒髮或いは色の濃い頭髮であるなら、先ず6%の過酸化物に漂白剤を加え、頭
髮の黒色素を黄色或いはブラウンになるまで退色させ(漂白剤は30分間おく)、終了後は真
水で漂白剤を洗い流さなければならない。次に、ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本
１本にヘアカラーリング剤クリーム状物を均一に塗布後、20分間おく。おいておく間に、
ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこ
のクリーム状物を洗い流した後、次にシャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリン
グの完成である。
（４）頭髮テスト：白髮
（５）ヘアカラーリング剤クリーム状物配合：表１４に示す。
【００８８】
上記５種の目標色素クリーム状物を用い、毛染め方法及びステップに基づき、ヘアカラー
リングを行った。白色頭髮により、ヘアカラーリング試験を行い、ヘアカラーリング完成
後に、市販のシャンプーにより上記頭髪を３０回洗浄した。次に、ドライヤーにより頭髮
を乾燥させた。以下の標準に基づき、目視方法により、該頭髪の染めた後の色、可染性、
色滞留性を評価した。
評価方法は表12に示し、最終評価結果は表１５に示す。
【００８９】
【表１４】

【００９０】
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【表１５】

【００９１】
表１５の結果から分かるように、ヘアカラーリングで得られた結果はすべて永久的ヘアカ
ラーリング剤に属し、白髮テストヘアカラーリングの染めた後の色は、使用した食用色素
カラーリング剤の色と相同である。
【００９２】
＜三、金属媒染法永久的ヘアカラーリング剤製品の実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成
第一剤組成：白髮テスト時の本剤はジスルフィド結合還原剤で、黒髮テスト時の本剤は6%
過酸化物に漂白剤を加える。
第二剤組成：金属イオンクリーム状物で、実施例は、硫酸鉄、塩化マグネシウム、塩化鉄
である。
第三剤組成：食用色素クリーム状物。
（２）カラーリング剤：黄色102号(FD&C　Yellow　No.5)、イエロー103号(FD&C　Yellow
　No.6)、赤色104号(Acid　Red　18)、マゼンタ105号(FD&C　Red　No.3)、青色106号(FD&
C　Blue　No.1)等５種。
【００９３】
（３）毛染め方法及びステップ
１．先ず、ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第一剤(ジスルフィド結合還原
剤クリーム状物)を均一に塗布後、10分間おく。黒髮テストなら、おいておく間に、ドラ
イヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのク
リーム状物を洗い流す。または、洗浄せずに、次のステップに進んでもよい。もし、ヘア
カラーリングしようとする頭髮が、黒髮或いは色の濃い頭髮であるなら、本剤を、6%の過
酸化物に換え漂白剤を加え、漂白剤は30分間おき、終了後は真水で漂白剤を洗い流さなけ
ればならない。
２．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に二剤(金属イオンクリーム状物)を均一
に塗布後、15分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を
加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。
３．ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に第三剤(色素カラーリング剤クリーム
状物)を均一に塗布後、15分間おく。おいておく間に、ドライヤー或いはスチーマーを利
用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物を洗い流す。次に
シャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
（４）頭髮テスト：白髮及び黒髮。
（５）ヘアカラーリング剤クリーム状物配合：表１６に示す。
【００９４】
上記５種の目標色素クリーム状物を用い、毛染め方法及びステップに基づき、ヘアカラー
リングを行った。白色頭髮、及び黒色頭髮によりヘアカラーリング試験を行い、ヘアカラ
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により頭髮を乾燥させた。以下の標準に基づき、目視方法により、該頭髪の染めた後の色
、可染性、色滞留性を評価した。評価方法は表１２に示し、最終評価結果は表１７に示す
。
【００９５】
【表１６】

【００９６】
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【表１７】

【００９７】
表１７の結果から分かるように、３種の異なる金属イオンにより行ったヘアカラーリング
試験で得られた結果はすべて永久的ヘアカラーリング剤に属し、白髮テストヘアカラーリ
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ヘアカラーリングの染めた後の色が、黄色とカラーリング剤色の混合色を形成するなら、
上記結果は、硫酸アルミニウム及び塩化マグネシウムを主とするヘアカラーリング試験結
果に発生し、しかもと酸素法試験結果と相同である。これは、6%過酸化物の黒色頭髮に対
する退色の程度が、黄色或いはブラウンまでしか退色させられないからで、そのため最終
的に染まった髮色は、混合色を形成する。但し、塩化鉄を主とするヘアカラーリング試験
による染めた後の色は、上記二者より濃い。これは、塩化鉄そのものの色が、黄褐色であ
るためで、そのため染めた後の色が濃くなるので、この結果は正常な結果に属する。
【００９８】
＜四、イオン結合法半永久的ヘアカラーリング剤製品の実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成：陰イオン食用色素、頭髮膨張剤、浸透促進剤、酸化剤。
（２）カラーリング剤：黄色102号(FD&C　Yellow　No.5)、イエロー103号(FD&C　Yellow
　No.6)、赤色104号(Acid　Red　18)、マゼンタ105号(FD&C　Red　No.3)、青色106号(FD&
C　Blue　No.1)等５種。
（３）毛染め方法及びステップ：ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本にヘアカラ
ーリング剤クリーム状物を均一に塗布後、20分間おく。もし、ヘアカラーリングしようと
する頭髮が、黒髮或いは色の濃い頭髮であるなら、先ず6%の過酸化物に漂白剤を加え、頭
髮の黒色素を黄色或いはブラウンになるまで退色させ(漂白剤は30分間おく)、終了後は真
水で漂白剤を洗い流さなければならない。次に、ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本
１本にヘアカラーリング剤クリーム状物を均一に塗布後、20分間おく。おいておく間に、
ドライヤー或いはスチーマーを利用し、頭髮を加熱しても良く、続いて温水で頭髮上のこ
のクリーム状物を洗い流した後、次にシャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリン
グの完成である。
（４）頭髮テスト：白髮
（５）ヘアカラーリング剤クリーム状物配合：表１８に示す。
【００９９】
上記５種の目標色素クリーム状物を用い、毛染め方法及びステップに基づき、ヘアカラー
リングを行った。白色頭髮により、ヘアカラーリング試験を行い、ヘアカラーリング完成
後に、市販のシャンプーにより上記頭髪を１５回洗浄し、次に、ドライヤーにより頭髮を
乾燥させた。以下の標準に基づき、目視方法により、該頭髪の染めた後の色、可染性、色
滞留性を評価した。評価方法は表12に示し、最終評価結果は表１９に示す。
【０１００】
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【表１８】

【０１０１】

【表１９】

【０１０２】
表１９の結果から分かるように、ヘアカラーリングで得られた結果はすべて半永久的ヘア
カラーリング剤に属し、白髮テストヘアカラーリングの染めた後の色は、使用した食用色
素カラーリング剤の色と相同である。
【０１０３】
＜五、五原色の色素クリーム状物混色調製の実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成：酸素法、ジスルフィド結合還原法、金属媒染法の組成に
基づき、調製する。
（２）カラーリング剤：５種の基礎色である黄色102号(FD&C　Yellow　No.5)、イエロー1
03号(FD&C　Yellow　No.6)、赤色104号(Acid　Red　18)、マゼンタ105号(FD&C　Red　No.
3)、青色106号(FD&C　Blue　No.1)を、表20に示す所定の比率で混合する。
（３）毛染め方法及びステップ：酸素法、ジスルフィド結合還原法、金属媒染法のヘアカ
ラーリングステップに基づき、それぞれヘアカラーリングを行う。
（４）頭髮テスト：白髮及び黒髮。
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【０１０４】
表２０中で調製されたカラーリング剤クリーム状物を利用し、酸素法、ジスルフィド結合
還原法、金属媒染法のステップに基づき、ヘアカラーリングを行った。白色頭髮、及び黒
色頭髮によりヘアカラーリング試験を行い、ヘアカラーリング完成後に、市販のシャンプ
ーにより上記頭髪を３０回洗浄し、次に、ドライヤーにより頭髮を乾燥させた。以下の標
準に基づき、目視方法により、該頭髪の染めた後の色、可染性、色滞留性を評価した。評
価方法は表１２に示し、最終評価結果は表２１に示す。
【０１０５】
【表２０】

【０１０６】
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【表２１】

【０１０７】
表２１の結果から分かるように、調製混色後のカラーリング剤は、どの種の毛染め方法を
使用しようともすべて、順調に白髮及び黒髮を染めることができ、染めた後の色は、各種
毛染め方法で得られた結果と相同で、差異性はなかった。しかも、すべて永久的ヘアカラ
ーリング剤に属する。
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＜六、ヘアカラー・パーマ一体型製品の実施例＞
（１）二剤型ヘアカラー・パーマ一体型製品組成
第一剤：食用色素クリーム状物、ジスルフィド結合還原剤、アルカリ剤
第二剤：ジスルフィド結合酸化剤(6%過酸化物)
（２）カラーリング剤：マゼンタ105号(FD&C　Red　No.3)、或いは黒色カラーリング剤
該黒色カラーリング剤の調製方法：黄色102号(FD&C　Yellow　No.5)、イエロー103号(FD&
C　Yellow　No.　6)、赤色104号(Acid　Red　18)、青色106号(FD&C　Blue　No.1)を4:2:4
:2の比率で調製する。
（３）カラー、パーマ方法及びステップ：加熱法、つけ巻き法、コールドパーマ法の３種
の方法を使用してテストを行う。
操作ステップは表２２に示す。
（４）頭髮テスト：白髮及び黒髮。
（５）クリーム状物配合：表２３と２３－１に示す。
（６）テスト効果：表２３－２と２３-３に示す。
【０１０９】
【表２２】

【０１１０】
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【０１１１】
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【０１１２】
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【表２３－２】

【０１１３】
【表２３－３】

【０１１４】
＜七、ムースヘアカラーリング剤の実施例＞
（１）ムースヘアカラーリング剤の組成
（I）一剤型：食用色素クリーム状物、発泡剤、アルカリ剤。
（II）二剤型の第一剤：食用色素クリーム状物、発泡剤、アルカリ剤。
第二剤：6%過酸化物。
（２）操作ステップ
(I)一剤型操作ステップ：カラーリング剤クリーム状物を瓶に入れ、瓶を30秒揺らし、手
袋をはめ、ムースを頭髪に塗布し、ムースを頭髪上に30分間おく。もし、ヘアカラーリン
グしようとする頭髮が、黒髮或いは色の濃い頭髮であるなら、先ず6%の過酸化物に漂白剤
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を加え、頭髮の黒色素を黄色或いはブラウンになるまで退色させ(漂白剤は30分間おく)、
終了後は真水で漂白剤を洗い流さなければならない。手袋をはめ、カラーリング剤ムース
を頭髮に塗布し、ムースを頭髪上に30分間おく。続いて温水で頭髮上のこのクリーム状物
を洗い流した後、次にシャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である
。
(II)二剤型操作ステップ：瓶1のカラーリング剤クリーム状物を瓶2中に入れ、瓶を30秒揺
らし、手袋をはめ、ムースを頭髪に塗布し、ムースを頭髪上に30分間おく。続いて温水で
頭髮上のこのクリーム状物を洗い流した後、次にシャンプーを使用して洗浄すれば、ヘア
カラーリングの完成である。
（３）クリーム状物配合：表２４に示す。
【０１１５】
【表２４】
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【０１１６】
＜八、ヘアカラーリングシャンプーの実施例＞
（１）ヘアカラーリングシャンプーの組成
第一剤：食用色素、陰イオン界面活性剤、抗酸化剤、アルカリ剤。
第二剤：6%過酸化物。
（２）操作ステップ：先ず、水で頭髮を湿らせる。続いて、第一剤と第二剤を手の上で混
合する。洗髮の方式で、上記したクリーム状物を用い、頭髮上で洗髮を行い、続いて温水
で頭髮上のシャンプーを洗い流せば、ヘアカラーリングは完成である。
（３）クリーム状物配合：表２５に示す。
【０１１７】
【表２５】

【０１１８】
＜九、pH値に従い変色するヘアカラーリング剤実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成：酸素法、ジスルフィド結合還原法、金属媒染法の組成に
基づき、調製する。
（２）使用色素：ブドウ果皮色素(変色範囲：赤色から紫色)、カーマイン色素(変色範囲
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：赤色からオレンジ色)、アナトーオレンジ色素(変色範囲：黄色からタンジェリン)。
（３）毛染め方法及びステップ：酸素法、ジスルフィド結合還原法、金属媒染法のヘアカ
ラーリングステップに基づき、それぞれヘアカラーリングを行う。
（４）頭髮テスト：白髮。
（５）pH緩衝溶液：pH = 2.0、pH = 4.0、pH = 7.0、pH
= 9.0。
【０１１９】
ブドウ果皮色素、カーマイン色素、アナトータンジェリン色素により、調製するヘアカラ
ーリング剤クリーム状物で、酸素法、ジスルフィド結合還原法、金属媒染法のステップに
基づき、ヘアカラーリングを行った。白色頭髮により、ヘアカラーリング試験を行い、ヘ
アカラーリング完成後に、市販のシャンプーにより上記頭髪を３０回洗浄し、次に、ドラ
イヤーにより頭髮を乾燥させた。
続いて、異なるpH緩衝溶液を、ヘアカラーリング後の頭髪にスプレーし、次に、ドライヤ
ーにより頭髮を乾燥させた。目視方法により、頭髪の染めた後の色を評価し、最終評価結
果は表２６に示す。
【０１２０】
【表２６】

【０１２１】
表２６の結果から分かるように、頭髮色の変色範囲と色素分子の性質は相同で、しかも実
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【０１２２】
＜十、化粧品色素を主とする酸素法永久的ヘアカラーリング剤製品の実施例＞
（１）ヘアカラーリング剤組成
第一剤組成：化粧品色素クリーム状物
第二剤組成：6%過酸化物
第三剤組成：モノエタノールアミンと過硫酸カリウム
（２）カラーリング剤クリーム状物：D&C　黄色10号(D&C　Yellow　No.10)、外用D&C　オ
レンジ色3号(Ext.D&C　Orange　No.3)、FD&C 赤色4号(FD&C　Red　No.4)、D&C 青色6号(D
&C　Blue　No.6)の４種の化粧品色素を、添加比率1:1:1:2で混色後に得られる色は青緑色
で、そのPanton色番号は5467Cである。
【０１２３】
（３）毛染め方法及びステップ
毛染め方法及びステップ(I)：第二剤と第三剤を所定の比率で混合し、撹拌して調製する
。ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に上記の混合したカラーリング剤を均一に
塗布し、20分間おいた後、温水で頭髮上のカラーリング剤を洗い流し、続いてヘアカラー
リング刷毛により、頭髪１本１本に第一剤を均一に塗り、20分間おいた後、次にシャンプ
ーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
毛染め方法及びステップ(II)：第一剤、第二剤、第三剤を所定の比率で混合し、撹拌して
調製する。ヘアカラーリング刷毛により、頭髮１本１本に混合したカラーリング剤を均一
に塗布後、20~30分おき、先ず、温水で頭髮上のカラーリング剤を洗い流し、次にシャン
プーを使用して洗浄すれば、ヘアカラーリングの完成である。
毛染め方法及びステップ(III)：第二剤と第三剤を所定の比率で混合し、撹拌して調製す
る。ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本に上記の混合したカラーリング剤を均一
に塗布し、10分間おいた後、洗浄せず、直接ヘアカラーリング刷毛により、頭髪１本１本
に第一剤を均一に塗り、20分間おいた後、次にシャンプーを使用して洗浄すれば、ヘアカ
ラーリングの完成である。
（４）頭髮テスト：白髮及び黒髮
（５）ヘアカラーリング剤クリーム状物配合：表２７に示す。
【０１２４】
上記５種の目標色素クリーム状物を用い、I、II、IIIの毛染め方法及びステップに基づき
、ヘアカラーリングを行った。テストの頭髪は、それぞれ白色頭髮と黒色頭髮である。ヘ
アカラーリング完成後は、市販のシャンプーにより上記頭髪を３０回洗浄し、次に、ドラ
イヤーにより頭髮を乾燥させた。以下の標準に基づき、目視方法により、該頭髪の染めた
後の色、可染性、色滞留性を評価した。評価方法は表２８に示し、最終評価結果は表２９
に示す。
【０１２５】
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【表２７】

【０１２６】
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【表２８】

【０１２７】
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【表２９】

【０１２８】
表２９の結果から分かるように、方法I、II、IIIヘアカラーリング方式で得られた結果は
相同で、すべて永久的ヘアカラーリング剤に属し、白髮テストヘアカラーリングの染めた
後の色は、青緑色に近く、黒髮テストヘアカラーリングの染めた後の色は、比較的濃い青
緑色に近い。
【０１２９】
上記の本発明名称と内容は、本発明技術内容の説明に用いたのみで、本発明を限定するも
のではない。本発明の精神に基づく等価応用或いは部品（構造）の転換、置換、数量の増
減はすべて、本発明の保護範囲に含むものとする。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
本発明は特許の要件である新規性を備え、従来の同類製品に比べ十分な進歩を有し、実用
性が高く、社会のニーズに合致しており、産業上の利用価値は非常に大きい。
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